
 

 

意   見   書 

 
                                            三重県公共事業評価審査委員会 
 
１ 経  過 

 
平成１８年８月３０日に開催した平成１８年度第２回三重県公共事業評価審査委員会

（以下「委員会」という。）において、県より森林整備事業１箇所及びほ場整備事業１箇

所、海岸事業３箇所、街路事業１箇所、下水道事業１箇所の審査依頼を受けた。 
森林整備事業及びほ場整備事業、海岸事業、街路事業に関して、同年９月１９日に開催

した第３回委員会において、県の担当職員から事業説明を受けるとともに、審査資料に基

づき審査を行った。 
また、下水道事業に関しては、同年８月３０日に開催した第２回委員会及び同年９月１

９日に開催した第３回委員会において、市の担当職員から事業説明を受けるとともに審査

資料に基づき審査を行った。 
  

 

２  意  見 
 
  審査対象事業に関して慎重な審査を行った結果、以下のような意見を委員会としてとり
まとめ、三重県知事に対して答申するものである。 

 
（１）森林整備事業［県事業］ 

 

１番 森林管理道
しんりんかんりどう

波留相津線
は る あ い づ せ ん

 

 
１番については、平成１０年度に事業着手し平成１５年度に再評価を行いその後おおむね３

年を経過して事業内容の大幅な変更が必要と判断したため２回目の再評価を行った継続中の事

業である。 
審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。ただし、

間伐材の積極的な搬出を含め、林業振興に有効活用されたい。 
 
（２）ほ場整備事業［県事業］ 

 

２番 櫛田
くしだ

上
かみ

地区
ち く

 

 



 

２番については、平成８年度に事業着手しその後おおむね１１年を経過して継続中の事業で

ある。 
審査を行った結果、事業進捗率が９４．５％と高いこともあり、事業継続を了承する。ただ

し、事業費の当初計画及び変更計画の対比など増加要因に関する説明が著しく不足していたこ

とから、本事業を事後評価の対象とすることを希望するものである。 
 
（３）海岸事業［県事業］ 

 

１０番 千代崎港
ちよざきこう

海岸
かいがん

 

１１番 長島港
ながしまこう

海岸
かいがん

 

１２番 木本港
きのもとこう

海岸
かいがん

 

 
１０番、１２番については、平成４年度に事業着手し平成１３年度に再評価を行いその後お

おむね５年を経過して継続中の事業である。 
１１番については、平成２年度に事業着手し平成１３年度に再評価を行いその後おおむね５

年を経過して継続中の事業である。 
審査を行った結果、１０番、１１番、１２番については、事業継続の妥当性が認められたこ

とから事業継続を了承する。 
 
（４）街路事業［県事業］ 
 

１３番 相川
あいかわ

小戸
こ べ

木
き

橋
ばし

線
せん

 

 
１３番については、平成９年度に事業着手しその後おおむね１０年を経過して継続中の事業

である。 
審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。ただし、

歩道の安全・適正な利用に関する調査を行い、本事業に反映することを希望するものである。 
 
（５）下水道事業［市町等事業］ 
 

１１１番 中勢
ちゅうせい

沿岸
えんがん

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

（志
し

登
と

茂
も

川
がわ

処理
しょり

区
く

）流域
りゅういき

関連
かんれん

公共下
こうきょうげ

水道
すいどう

 津市
つ し

（雨水
うすい

） 

 
１１１番については、平成９年度に事業着手しその後おおむね１０年を経過して継続中の事

業である。 
この事業は、平成１８年８月３０日に開催した第２回委員会において審査を行った結果、費用



 

と便益の算出根拠について妥当性に疑問を持ったため、再審議としたものである。 
審査を行った結果、便益の算出根拠について妥当と判断できる説明が不足していた。従って、

これを説明できる資料の提出をまって再審議とする。 
 
（６）総括意見 

 
一、事業目的にあげている便益については、費用便益比に反映することを希望するもので

ある。 
一、今後の再評価において、事業費の大幅な増額が生じた場合は、要因発生段階で再評価

対象とされたい。また増加要因については当初計画及び変更計画の対比など十分な説

明資料の提出を要望するものである。 
 


